
はさみで切れる程度のものが対象です。

除草剤、洗剤、食用油などの容器は「可燃ごみ」で出してください。

発泡スチロール製品、

軟質プラスチック製品

（買い物袋、お菓子の包装、

透明の袋 （中身が見えるもの）で、可燃ごみ袋

（ 大、４５L ） の大きさまでの ごみ袋 に入れて

ください。

中をきれいに洗い、キャップとラベル、 取っ手

を取り除いて出してください。

キャップとラベル、 取っ手は 「軟質プラスチック」 で出してください。

切ったり、色をつけたりしたペットボトルは 「可燃ごみ」 で出してください。

ペットボトル １ のマーク

があるもの

（飲料用、酒類用、調味料用など）

軟質プラスチック類

出し方＜対象＞

※外装フィルム等

卵のパック、食品トレーなど）

レトルト食品の袋など

洗っても汚れが落ちないものは、

「可燃ごみ」 で出してください。

※

注意点

・

・

出し方＜対象＞

注意点

・

・

つぶしてから 捨てることが

できます。 つぶしたもの 、

つぶしてないもので分ける

必要はありません。

※

ペットボトル

・

・

・

透明の袋 （中身が見えるもの） で、 可燃ごみ袋

（ 大、 ４５L ） の大きさ までの ごみ袋 に入れて

ください。

魚などを入れるトロ箱、発泡スチロールなどは、

まとめて、ひもで縛ってください。

汚れているものは、水でよく洗ってください。

・

・
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